
想定される検討項目 

 

令和５年 10 月 13 日 

内閣府男女共同参画局 

 

１．企業における女性の登用拡大・女性の経済的自立の持続的な推進 

 ・女性役員登用の目標達成に向けた取組（女性人材の採用・育成・登用・発

掘の強化） 

・男性も含めた両立支援策の一層の充実、生涯にわたる健康への支援 

・その他女性の経済的自立に資する取組の推進 等 

 

２．地域の実情に応じた男女共同参画の推進 

・国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）及び男女共同参画センターの機能強化 

・女性デジタル人材の育成等リスキリング、就労機会の創出 等 

 

３．第５次男女共同参画基本計画の中間年フォローアップ 

 ・上記検討に資するよう、５次計画の中間年フォローアップを通じて、取組

を強化すべき分野を分析 

・目標達成の進捗が遅れている分野等について担当省庁からヒアリング 

 

４．性犯罪・性暴力や配偶者等からの暴力への対策 
（主に「女性に対する暴力に関する専門調査会」で検討） 

・性犯罪・性暴力対策の強化 

・配偶者等からの暴力への対策の強化  等 

 

５．その他 

・５次計画における成果目標の一部見直し（プライム市場上場企業の役員に

占める女性割合等） 等 

参考資料３ 

 

※令和５年 10月 13日（金） 

第 27回計画実行・監視専門調査会 

 内閣府配付資料 


